
株式会社設立事項チェックリスト（非公開会社・株券不発行）

ご担当者 氏　名 ＴＥＬ

携帯番号 ＦＡＸ

Ｅ－ｍａｉｌ

書類郵送先　〒

商　号　（社　名）

※　商号にローマ字を使用することもできます。

※　不正の目的をもって他の会社と誤認されるおそれのある商号を使用することは禁止されて

　　います。

※　著名な商号や商品名等と同一または類似の商号を使用して、他人の営業と混同させる

　　行為は禁止されています。

※　既に登記されている商号と、同一商号・同一住所の登記はできません。

本　店　（住　所）

※　登記簿上の本店は、建物名・部屋番号等を省略することも可能です。

目　的　（事業内容）

１．

２．

３．

４．

５．

６．

７．前各号に付帯関連する一切の事業

※　会社の目的（事業内容）の記載は、適法性、営利性、明確性が必要です。

※　許認可を取得予定の事業については、予め管轄官庁に目的の表記についてご確認願います。
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資本金（出資額） 円　（１円以上）

※　株主へ配当するためには、資本金が300万円以下の場合、純資産額が300万円以上必要です。

１株の発行金額 円　（資本金を割り切れる金額）

設立時に発行する株式数 株　（資本金÷１株の発行金額）

発行可能株式総数 株

公告する方法  １．官報  　 ２．電子公告（アドレス　　　   　　　　　　　　　　　　　　）

事業年度（決算期） 　　　　　月　　　　　日　から　　　　　月　　　　　日　まで

出資金払込取扱金融機関 銀行・信金 支店

※　発起人代表者の方の個人名義（屋号等ないもの）の預金通帳がある金融機関（郵便局不可）

発起人（出資者）　氏　名 住　所 出資金額 引受株数

１． 　　　　円 　　　株

２． 　　　　円 　　　株

３． 　 　　　　円 　　　株

４． 　　　　円 　　　株

５． 　　　　円 　　　株

※　住所・氏名は省略なさらずに、印鑑証明書のとおりに正確にご記入下さい。

取締役会の設置の有無 　　１．　無 　　２．　有

※　取締役会を設置した場合は、取締役は最低３名、監査役は最低１名必要となります。
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株式の譲渡の承認機関 　　１．株主総会　　　　２．代表取締役　　　　３．　取締役会

取締役の定員 名以内

※　取締役会を設置する場合は、最低３名は必要。

取締役　　氏　名 住　所

１．

２．

３．

４．

５．

※　住所・氏名は省略なさらずに、印鑑証明書のとおりに正確にご記入下さい。

取締役の任期 　１．　２年 　２．　４年 　３．　１０年

※　選任後、上記期間内の最終の事業年度に関する定時総会終結時までです。

※　１０年にした場合、任期管理にご注意下さい（登記懈怠による過料の規定あり）。

※　正当事由なく任期中に解任した場合、残存任期の報酬を請求される可能性があります。

代表取締役の選定方法 　１．　株主総会 　２．　取締役の過半数の同意

※　取締役会を設置した場合は、取締役会で選定します。

代表取締役の氏名 生年月日

１． 　　　　　年　　　　　月　　　　　日　生

２． 　　　　　年　　　　　月　　　　　日　生
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監査役の設置の有無 　１．　無 　２．　有

※　取締役会を設置した場合は、必ず監査役を設置する必要があります。

　監査役を設置しない場合は、以下の監査役に関する部分は記載不用です。

監査役の権限 　１．　会計監査権限のみ ２．　取締役の業務監査権限もあり

※　取締役会設置会社の業務監査権限ある監査役は、取締役会への出席義務があります。

監査役の定員 名以内

監査役の氏名 住所

１．

２．

※　住所・氏名は省略なさらずに、印鑑証明書のとおりに正確にご記入下さい。

監査役の任期 １．　４年 　　２．　１０年

※　選任後、上記期間内の最終の事業年度に関する定時総会終結時までです。

※　１０年にした場合、任期管理にご注意下さい（登記懈怠による過料の規定あり）。

※　正当事由なく任期中に解任した場合、残存任期の報酬を請求される可能性があります。

会社設立希望日 月　　　　日　　　　曜日

※　設立登記申請日が会社設立日になります。土日祝祭日等は不可。

登記完了後書類必要通数 　　登記簿謄本　　　　　通 　　印鑑証明書　　　　　通

※　通常は、謄本は３～４通、印鑑証明書は１通取得します。

〒190-0022　立川市錦町２－６－２０　円理ビル３０２

司法書士　佐　藤　　　崇

ＴＥＬ　０４２－５２３－１６８６

ＦＡＸ　０４２－５２３－１６２４

Copyright (Ｃ) 2010, 佐藤崇司法書士事務所 All rights reserved.
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